
相生市新型コロナウイルス対策本部（危機管理課℡２３-７１３２）

うつらないよう・うつさないよう、油断せず!

市民の皆様のこれまでのご理解、ご協力に対し、改めて感謝申し上げます。

現在、全国での新規感染者は減少しており、兵庫県においても減少傾向にあ

ります。しかし、隣接する地域において感染者が確認されるなど、まだまだ油

断は禁物です。

特にこれからの季節は、新型コロナウイルス感染症に加え、インフルエンザ

にも警戒が必要となります。市民の皆様には、引き続き「３密」の回避、マス

クの着用など、兵庫県の新たな生活様式「ひょうごスタイル」の実践に努めて

いただくとともに、感染症拡大防止に向け、体調管理をしっかりと行っていた

だきますようよろしくお願いいたします。

令和２年１０月１０日

相生市新型コロナウイルス対策本部 本部長

【市の対応について】

１ 市施設の利用について

兵庫県の対処方針に基づき、感染防止策を徹底したうえで、次のとおりとします。

＜期間：１０月１日（木）～１１月３０日（月）＞

２ 市又は教育委員会が主催するイベント等について

市又は教育委員会が主催するイベント等については、上記にかかわらず、引き続

き、定員の５０％以内とします。ただし、会議等については、定員の１００％以内と

します。 ＜期間：１０月１日（木）～令和３年３月３１日（水）＞

３ 美化センターは、１０月１１日（日）の休日開放を中止

区 分 収 容 率

大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの

（クラッシク音楽コンサート、演劇、舞踊、伝統芸能、芸能・演芸、

公演・式典、展示会 等）

定員の１００％以内

大声での歓声・声援等が想定されるもの

（ロック・ポップコンサート、スポーツイベント 等）
定員の５０％以内



相生市民の皆様を対象に一人 1 回 500 円で

インフルエンザ予防接種が受けられるよう助成します！

生活保護受給世帯に属する方については自己負担はありませんが、福祉事務所長が発行する
受給証明書を医療機関へ提出してください。

※1 60 歳から 65 歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等については、身体障害者手
帳を医療機関へお持ちください。

※2 県内一部医療機関（相生市内及び赤穂市内の一部の医療機関は除く。）で接種希望の場合
は、保健センターで事前手続きが必要です。（保健センター TEL0791-22-7168）

季節性インフルエンザワクチン接種時期ご協力のお願い

今年は過去5年で最大の供給量（約6,300万人分）のワクチンを供給予定ですが、重症化し
やすいとされている高齢者で接種を希望する方々に確実に届くよう、皆様のご理解とご協力を
お願いします。

【10月1日(木)から】
65歳以上の方及び60歳から65歳未満の慢性高度心・腎・呼吸器機能不全者等
上記以外の方は、10月26日まで接種をお待ちください。
65歳以上の方が接種できるようご協力をお願いいたします。

【10月26日(月)から】
医療従事者、基礎疾患を有する方、妊婦、生後６ヶ月～小学校２年生
上記以外の方も接種していただけます。

・GIGA スクール構想の推進

小・中学校の「1 人 1 台タブレット端末」の活用に向け、教室への電子黒板機能付プロジェクター

の設置や、デジタル教材の導入など、ハード・ソフトを一体とした整備を加速します。

・保育所、幼稚園、小・中学校、児童保育学級、子育て学習センター等の感染予防強化

マスク、除菌用品、空気清浄機、卓上パーテーションなどを購入し、感染予防対策を強化します。

・幼稚園の感染予防整備

幼稚園において、感染予防のための分散保育を実施しているため、遊戯室にもエアコンを整備します。

・市民体育館の換気対策

避難所開設時等の換気対策として、剣道場、柔道場、及び卓球場に扇風機、冷風機を整備します。

※詳しくは、市 HP の「新型コロナウイルス感染症対策の補正予算について（第６弾）」をご覧ください。

年齢区分 対象医療機関

0 歳～64 歳
インフルエンザ予防接種を実施する相生市内医療

機関（13 歳未満は一人 2 回まで）

65 歳以上（定期接種対象者）

60 歳から 65 歳未満の慢性高度

心・腎・呼吸器機能不全者等含む※1

インフルエンザ予防接種を実施する相生市内医療

機関、県内一部医療機関※2

市民カレンダーP30 参照

厚生労働省
より

９月議会で議決された感染防止等にかかる対策について

インフルエンザ予防接種

一人１回 ５００円
相生市民対象

令和3 年 1 月 31 日まで


